[bookmark: _GoBack]　　　南知多町内における学術調査に関する支援実施要綱

　（目的）
第１条　この要綱は、南知多町内（以下「町内」という。）における自然環境の調査・研究を行う団体及び個人の活動への支援を通じて、実践的な調査・研究活動の推進体制を構築することで、町民等にその成果を発信することができ、もって豊かな自然の周知と自然環境の保護に資することを目的とする。
（支援の対象者）
第２条　町が支援する自然環境の調査・研究をする者は、次の各号に定める者をいう（以下「学芸員等」という。）。
　(1) 国内の博物館・水族館等の関係機関及び団体
　(2) 大学の自然環境関連分野の研究者及び学芸員を志す学生等
　(3) 学芸員及び学術研究者
　(4) その他町長が必要と認めた者
　（活動の範囲）
第３条　この要綱に定める学芸員等の活動の範囲は、次の各号に定めるものとする。
　(1) 動物分野の範囲　町内での総合調査、町内の鳥類相・昆虫相・魚類相等の基礎的な調査、絶滅危惧種・稀産種に関する調査活動
　(2) 植物分野の範囲　町内の植物・藻類・菌類・地衣類等の調査活動
　(3) 地学分野の範囲　本町の地質的な特性を理解するために、町内の岩石、鉱物、化石、地質及び地形に関する調査等
　(4) その他必要な調査研究に関すること
　（支援の内容）
第４条　学芸員等の調査・研究に対する支援の内容は、次の各号に定める関係機関への許可申請等の代行とする。
　(1) 三河湾国定公園特別保護地区及び特別地域
　(2) 漁業権が設定されている海域
　(3) 町有地等の公共用地
　(4) その他私有地等で所有者の許可が必要となる土地
　（資料の提供）
第５条　町は、学芸員等から町が所有する資料の提供の申出があったときは、速やかに提供の可否を判断し、学芸員等に提供するものとする。
　（協力依頼書の提出）
第６条　学芸員等は、町内で自然環境の調査・研究を実施し、調査に関する支援を求めるときは南知多町自然環境調査・研究協力依頼書（様式第１号）をまちなみ環境課に提出するものとする。
　（支援の決定及び通知）
第７条　町長は、支援の申請に対してその適否を決定し、南知多町自然環境調査・研究協力決定書（様式第２号）を学芸員等に通知する。
　（協力依頼書の変更）
第８条　支援の決定を受けた者は、調査・研究の内容を変更、中止及び廃止をしようとするときは、変更内容の詳細の分かる書面を添え、速やかに町長に提出しなければならない。
　（協力依頼の取消し等）
第９条　町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力を取り消すことができる。
　(1) 第６条に掲げる協力依頼書に虚偽の記載があったとき
　(2) 町長がふさわしくない行為があったと判断したとき
　（調査・研究の報告）
第10条　調査・研究が完了した学芸員等については、町にとりまとめた報告書を提出するものとする。なお、学芸員等が認める場合には、町公式ホームページ等でその結果について報告することができるものとする。
　（研究活動等におけるコンプライアンス対策）
第11条　学芸員等による研究活動におけるコンプライアンス対策として、公的研究費の不正使用・研究活動の不正防止等の取組みの観点から、調査活動に伴い町が金品の提供は求めることはできないものとする。
　（事務局）
第12条　この支援に関する事務は、建設経済部まちなみ環境課において行う。
　（雑則）
第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

　　　附則
　この要綱は、令和８年２月１日から施行する。


様式第１号（第６条関係）

南知多町自然環境調査・研究協力依頼書

年　　　月　　日

　南知多町長　　　　　殿
	
申請者
	（住所）

	
	（団体名等）

	
	（代表者名）






　下記のとおり南知多町内における自然環境の調査・研究の支援を受けたいので依頼します。

記
１　依頼内容について
	(1) 調査・研究名
	

	(2) 活動場所の所在地
	南知多町大字　　　　　　地内

	(3) 活動の期間
	

	(4) 調査等参加者
	

	(5) 具体的な調査等内容





	

	(6) 特記事項
	


※調査等参加者については、書ききれない場合には別紙により添付してください。





様式第２号（第７条関係）

南知多町自然環境調査・研究協力決定書


年　　月　　日
　（団体名等）
　　　　　　　　　　様


南知多町長　　　　　　　　　


　　　　　年　　月　　日付の依頼については協力します。
　なお、調査・研究の内容を変更、中止及び廃止をしようとするときは、変更内容の詳細の分かる書面を添え、速やかに町長に提出してください。

１　協力する調査・研究名　　
２　活動場所の所在地　　　　
３　活動の期間　　　　　　　






	この件の問い合わせ先
　担当：南知多町建設経済部まちなみ環境課
　電話：0569-65-0711（内線526・527）
　E-mail:kankyo@town.minamichita.lg.jp



